
【表紙】

この動画は、４月１日付保育施設等の利用申込について、書類の記入の注意
事項について説明する動画です。
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【目次】

動画の内容はこのとおりとなっておりますので、必要に応じて不要な個所は
スキップしながらご覧ください。
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【１.教育・保育給付認定申請書兼保育施設等利用申込書】

記入箇所はこちらの点線枠内です。
「令和６年３月31日時点の年齢」欄には、月齢ではなく０～５の年齢を記入
して下さい。
「現在の保育の状況」欄について、認可外施設や一時預かり等を利用してい
る場合は施設名を記入してください。
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【１.教育・保育給付認定申請書兼保育施設等利用申込書】

「保育必要量」欄は標準時間か短時間のどちらかを記入してください。
ただし、求職活動中での申し込みの場合は短時間となります。

「希望期間」欄の開始日には、希望利用開始日を記入してください。
令和６年４月１日付入所の場合は令和６年４月１日と記入してください。
終了日についても忘れずご記入いただきますようお願いします。

「希望する保育施設等」欄は上限数はありませんが、辞退することのないよ
う、通える範囲内で記入していただくことをお勧めします。
面接案内後、辞退することも可能ですが、その後の利用調整で優先度が下
がってしまいます。
また、第１希望施設がある区役所等が申込先となりますので、ご確認くださ
い。
なお、希望利用開始日時点で受入月齢を満たしていない施設は記入できませ
んのでご注意ください。

なお、ここに記入する希望施設の順位が指数や利用調整時の優劣に影響する
ことはありません。
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ここでの順位は、同時に複数の施設に案内となった場合に希望順位の高い施
設へ案内するものです。
例えば、同時に第1希望と第3希望に案内可能となった場合は第1希望施設に
案内となります。

「保育を必要とする理由」欄には該当する理由にチェックを記入してくださ
い。
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【１.教育・保育給付認定申請書兼保育施設等利用申込書】

「児童の家族状況」欄には、申込児童以外の同居家族について記入してくだ
さい。
兄弟姉妹が保育施設等や幼稚園等に通っている場合、または通う予定がある
場合、その施設名を記入してください。

申込書下部の項目について、該当するものがある場合は記入してください。
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【１.教育・保育給付認定申請書兼保育施設等利用申込書】

つづいて２ページ目です。

「１.祖父母の状況」欄を記入してください。

きょうだい同時申込の場合、「２.兄弟姉妹同時申込の場合」欄を必ず記入し
てください。
入所時期と入所施設について、必ず選択して記入し、表中の内容をお確かめ
ください。

パターンは「同時同所」、「同時別所」、「別時同所」、「別時別所」の４
つです。
「同時同所」は、同時に同じ保育施設等の利用を希望。
「同時別所」は、同時に保育施設等を利用できるのであれば、別々の保育施
設等の利用でも構わないという希望。
「別時同所」は、別時期でも構わないので、同じ保育施設等の利用を希望。
「別時別所」は、別時期に別々の保育施設等の利用でも構わないという希望。
パターンによってはさらに選択事項がある場合もあるため、表について必ず
ご確認ください。
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複雑な内容ですので、ご不明な点がございましたら区役所保育給付課へお問
い合わせください。
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【２.保育施設等利用申込家庭状況等申告書】

表面は「お子さんについての様子」について記入してください。

なお、この書類は面接の案内となった際、保育施設等で面接資料として使用
するため、記入漏れのないよう注意してください。
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【２.保育施設等利用申込家庭状況等申告書】

つづいて、裏面ですが、上部は「家庭状況等」について記入してください。

下部は該当する場合に記入してください。

裏面も面接資料として使用するため、記入漏れのないよう注意してください。
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【３.保育を必要とすることを証明する書類】

この書類は事業所等に記入してもらう書類です。
記入に関する主な注意事項を説明します。

利用開始希望日である４月１日の6ヶ月前にあたる10月１日よりも前の日付
の証明日の書類は、受け付け不可となるため注意してください。

「就労日数」「就労時間」欄の記入内容などをもとに、指数付けを行うため、
記入漏れがないように注意してください。
また、育児時短勤務などの場合も就労証明書に記載する就労時間は正規のも
のを記入してください。

育児休業中や育児休業を取得予定の場合、「入所が内定した場合の育児休暇
の短縮可否」欄を必ず記入してください。

事業所等から就労証明書をいただいた際は、提出する前に不備等がないかご
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【３.保育を必要とすることを証明する書類】

この書類は個人事業主が記入する書類です。

利用開始希望日である４月１日の6ヶ月前にあたる10月１日よりも前の日付
の証明日の書類は、受け付け不可となるため注意してください。
また、株式会社や有限会社等の法人事業の場合は『就労証明書』を提出して
ください。

個人事業主のほか、専従者の方も『保育を必要とすることの申告書（自営業
欄）』を提出してください。
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【３.保育を必要とすることを証明する書類】

この書類は求職活動を行う本人が記入する書類です。

利用開始希望日である４月１日の6ヶ月前にあたる10月１日よりも前の日付
の記入日の書類は、受け付け不可となるため注意してください。

就労等でも月64時間未満の場合、求職活動扱いとなるので、その場合はこの
書類を提出してください。
なお、ダブルワークにより合計就労時間が月64時間以上の場合、就労と見な
しますのでそれぞれの就労証明書を提出してください。

申込時点で求職活動中の場合も申込可能ですが、利用開始後は３か月以内に
就労等に切り替える必要があります。
また、兄弟姉妹がすでに保育施設等に入所している場合、入所児童の利用開
始日から起算となります。
利用開始日から３か月以内に、就労等であることを確認できない場合、退所
のご案内となりますので注意してください。
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【３.保育を必要とすることを証明する書類】

この書類は介護・看護する本人が記入する書類です。

利用開始希望日である４月１日の6ヶ月前にあたる10月１日よりも前の日付
の記入日の書類は、受け付け不可となるため注意してください。

「介護・看護を必要とする理由」欄で選択した内容を証明する書類の添付が
必要となります。

介護・看護される方が仙台市外で別居している場合、その世帯全員の住民票
とその世帯員が介護・看護できないことを証明する書類の添付が必要となり
ます。
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【３.保育を必要とすることを証明する書類】

この書類は就学する本人が記入する書類です。

利用開始希望日である４月１日の6ヶ月前にあたる10月１日よりも前の日付
の記入日の書類は、受け付け不可となるため注意してください。

大学や専門学校、職業訓練学校などの学校へ通う場合に提出してください。
ただし、通信制の場合は就学に該当しないので注意してください。

保育を必要とすることの申告書（就学欄）を提出する場合、在学証明書等の
就学していることが証明できる証明書の添付が必要となります。
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【３.保育を必要とすることを証明する書類】

この書類は委託者及び本人が記入する書類です。

利用開始希望日である４月１日の6ヶ月前にあたる10月１日よりも前の日付
の記入日の書類は、受け付け不可となるため注意してください。

書類の上部は本人が、下部は委託者に記入してもらいます。
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【４.保育施設等利用調整に係る申立書】

この書類は、育児休業の延⾧等が可能であるために、利用調整での順位を下
げることを申し立てる書類です。

申し立てる際は、順位を下げることを希望する期間を記入のうえ、ご提出く
ださい。
また、申し立て後に期間を変更したい場合は、申込先へ電話にてお申し出く
ださい。

なお、この申立書を提出した場合でも、調整の状況によっては施設へご案内
となる場合もありますのでご注意ください。
あくまでも順位を下げるという申立てであり、利用待機となることをお約束
する内容ではありません。
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【３.問い合わせ先等】

最後に、申込手続きに関するお問い合わせ先は、ご覧のとおりとなります。
お問い合わせの際は、お申し込み予定の区役所または宮城総合支所へご相談
ください。
なお、各区等には職員のほか、保育サービス相談員もいるため、お気軽にご
相談ください。

また、窓口にお越しになるのが難しい方は、この動画の概要欄に掲載してい
る各動画をご覧になるか、利用案内や書類の様式などが掲載されている仙台
市ホームページのリンクも掲載しておりますので、是非ご確認ください。

記入の注意事項に関する動画は以上となります。
皆様がスムーズな手続きを進められるよう、職員一同でお手伝いさせていた
だきますので宜しくお願い致します。
最後までご視聴いただき、ありがとうございました。
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